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Ａ－３ 空き家の有効活用に関する相談事業 

事業主体 公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会 

対象地域 新潟県全域 

事業概要 
新潟県全域を対象とした空き家管理等の相談体制を、県及び宅地建物取引業協会、土地家

屋調査士会、行政書士会等と連携して整備。 

成果計測指標 
現況値 

（事業着手時点） 

完了時点 

（H２６年２月２８日時点） 

今後の目標値 

（Ｈ２７年度末） 

問い合わせ件数 （件） ２０ ８５ ５００ 

相談対応件数   （件） １０     ６５(38) ３００ 

相談対応の手引き なし 完成  

※（ ）内は、事業期間内の空き家所有者からの相談対応件数 

１．事業の背景と目的 

今後、本格的な少子高齢化社会の到来に伴う人口減少時代を迎え、急激な空き家の増加が想定される。 

当協会の相談事業は、新潟県の指導のもと県下３０市町村、関係する業界団体、空き家への入居を希

望する消費者、空き家の所有者(家主)との連携を図り、売買、賃貸、管理、解体等の相談体制を整備す

ることにより、空き家を負の住宅資産とするのではなく、有効活用することを目的とする。 

当協会は、平成２５年７月に政府の公益法人制度改革をうけ、新潟県内の不動産業界で唯一、新潟県

知事認定の公益社団法人である。昭和４２年４月の設立以来、長年にわたり新潟県及び県下３０市町村

の不動産行政の推進に協力してきた。相談事業は、当協会の本部及び県下１１支部(新潟、長岡、上越、

三条、魚沼、西蒲燕、柏崎、新発田、新津、村上、十日町)内の計１２箇所において、常設の空き家無料

相談所を開設し、売買、賃貸、管理、解体等の有効活用について、総合的な相談対応が可能な長年の経

験をもつ宅地建物取引主任者である役員及び事務局が担当した。 
 

２．事業の内容 

（１）事業概要と手順 

 1）事業概要 

本年度は、相談体制の整備に係る以下の①～⑥の事業を実施した。 

①活用可能な空き家等の把握と登録システムの構築 

    1）協会会員向け活用可能な空き家等に関するアンケート調査の実施 

・当協会の全会員(1,315 社)を対象として、空き家等の流通上の課題や空き家等所有者からの

相談内容、活用可能な空き家情報等に関するアンケートを実施した。 

    2）空き家登録システムの構築 

・1）のアンケートで得られた情報等をもとに、移住希望者等向けに活用可能な空き家の情報

提供を行う空き家登録システムを構築した。 

 ②相談員の研修・育成 

  1）相談対応の手引きの作成 

・当協会の本部を含めた県内１２箇所に設置する相談窓口において、統一した相談対応が可能

なように相談対応の手引きを作成した。 

  2）相談員向け研修会の開催 

・相談スキルとして不足している解体や建物検査、改修等に関する相談員の研修会を開催した。 
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 ③相談業務に必要となる基礎情報調査 

   土地家屋調査、不動産鑑定、建物検査、リフォーム、ハウスクリーニング等の業界団体の所在

地、連絡先のリストを作成した。 

さらに、市町村の空き家担当窓口や空き家バンク設置状況、設置済みの市町村への当協会との

提携の相談窓口の設置の可否について、協力依頼の文書の送付及び電話による聴き取り調査によ

り把握・整理した。 

④空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

空き家無料相談や相談窓口設置場所、空き家の有効活用の必要性など、空き家の所有者向けの

パンフレットと相談窓口の周知チラシを作成した。 

⑤相談事業の実施  ※常設の相談窓口の設置を含む 

当協会の本部及び１１支部内の計１２箇所に、管理、売買、賃貸、解体の 4項目の相談に対応

する常設の「空き家無料相談所」を開設し、相談対応を行った。 

⑥相談を通じて必要とされる空き家等の診断・調査体制の整備 

現時点で住宅等を売買、賃貸する際の家屋調査、権利関係調査、建物検査（インスペクション）、

融資に係る土地・建物の鑑定評価等の体制は整備済みであるが、無料で対応する範囲については、

不明確だったことから、業界団体である司法書士会、行政書士会、建築士事務所協会、鑑定士協

会等と協議し、診断・調査に係る費用負担発生等の有無（無料か有料の区分）を調査確認した。

事業内容と手順を次のフロー図として示す。 

 

 2）事業の手順 

   事業は以下の手順で進めた。 

 図１ フロー 
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（２）事業の内容 

①活用可能な空き家の把握等と登録システムの構築 

1）協会会員向け活用可能な空き家等に関するアンケート調査の実施 

 空き家の有効活用意識や流通上の課題、空き家登録システムへの登録物件の把握、空き家等所有

者からの相談内容等の収集を目的に、当協会の全会員(1,315 社)を対象としたアンケートを実施し

た。なお、アンケート対象とした空き家の定義は、新潟県内の空き家の中古住宅(戸建)で、６ケ月

以上継続して使用していない状態の建物とした。 

 

  表 1 アンケート内容と結果の概要 

アンケート

項目 

ア.空き家等の有効活用意識。 

イ.空き家等の流通上の課題(税制、金融等を含む) 

ウ.活用可能な空き家等登録システムへの追加掲載項目 

エ．空き家登録システムへの登録可能物件 

オ．空き家等の所有者から相談内容 

回答数等 回答数：９１社/１,３１５社、回収率：６.９％ 

アンケート

結果 

有効活用意識 

・空き家利用は環境面からもスクラップを出さず、性能等を向上させ 

価値を高める。リノベーション住宅を実践したい。 

・大都市圏で退職を迎えた団塊世代を対象とする田舎生活提案、子育 

 て世代は空き家を利用したのびのび子育て支援住宅として提案し

ていきたい。 

流通上の課題 
・不動産取得税、固定資産税の軽減措置。 

・耐震検査、リフォームに対する補助金の充実 

登録システム

への追加掲載

項目 

アスベスト調査、融雪等 

登録可能物件 

２６件 

 柏崎地区が過半数を占め、都市部の長岡市が２件、三条市が１件 

他は中山間地域が５件だった。 

所有者から 

相談内容 

・有効活用や相談の無料・有料の判断基準などの相談や情報提供ニー

ズが多いことが分かった。又、近隣住民や町内会からの苦情相談が

多いことも判明した。 

＊：登録システムへの掲載項目 

・媒介業者、建築業者、建築年月日、建築図面の有無、リフォームの業者名、実施箇所、費用、水まわ

りの状態（キッチン、お風呂、トイレ）、白アリの発生の有無と、その対策、耐震検査、住み具合、冬場

の除雪や雪下ろし、交通手段、 市役所、病院、学校までの所要時間 、過去における自然災害におけ

る建物の被害状況（地震、水害、その他） 

 

表 2 地区別の空き家登録システムへの登録物件 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

地 区 名 空き家 
長岡地区 ２ 
上越地区 １ 

糸魚川地区 ３ 
村上地区 １ 
三条地区 １ 
柏崎地区 １８ 
合   計 ２６ 
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2）空き家登録システムの構築 

1）のアンケートで得られた追加掲載項目や活用可能な物件情報等をもとに、移住希望者等向け

に活用可能な空き家の情報提供を行う空き家登録シートを作成するとともに、当協会ホームページ

上に当該活用可能な空き家情報の登録及び閲覧可能なシステムを構築した。 

 

  図 2 活用可能な空き家登録シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3 協会ホームページ「活用可能な空き家の登録・閲覧画面」 
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写真 1 都市部の登録物件典型例            写真 2 中山間地の登録物件例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②相談員の研修・育成 

 1)相談対応の手引きの作成 

当協会の本部を含めた県内１２箇所に設置する相談窓口において、統一した相談対応が可能なよ

うに、不動産鑑定士、建築士、司法書士、行政書士等の専門家、リフォーム業、白アリ業、解体業

者等の専門業者の協力のもと、相談対応の手引きを作成し、12相談窓口に配布した。 

手引きの本編として、「相談員の心得」「相談対応の無料・有料の区分」「相談の手順」「専門相談

を受けた場合の専門機関等の取次ぎ先」等を整理するとともに、資料編として、県・市町村の担当

窓口、空き家のリフォーム、解体業等の業界団体の連絡先リスト等を別冊（加除式）にとりまとめ

た。 

 

   図 4 相談対応の手引き（表紙と目次） 
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図 5 相談対応の手引き（相談の流れ） 
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2）相談員向け研修会の開催 

２月５日(水)新潟グランドホテルで午前１０時３０分から午後４時まで研修会を開催し、相談員

である宅地建物取引主任者の知識が不足している空き家の解体業務、建物検査、リフォーム、鑑定

を中心に研修し、相談スキルの向上を図った。 

相談員である受講者は 56 名で、当協会主催の業務研修会や法定講習会で研修する機会がないテ

ーマであり、定期的な研修会の開催を望む意見が圧倒的に多かった。 

研修内容と講師は、以下の通りである。 

 

表 3 研修会の研修内容と講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解体業務の講習              建物検査・リフォームの講習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産鑑定の講習               受講者（相談員） 

研修テーマ 研修内容 講師 

研修１  

空き家の解体業務 

・解体業務の基礎的知識 

・アスベストの取扱い 

・解体費用 

解体業者 
（新潟県解体工事

業協会会員） 

研修２  

空き家の建物検査 

(インスぺクション)  

・建物検査の検査項目 

・空き家特有の検査項目 

・建物検査費用 1級建築士 
（工務店） 

研修３  

空き家のリフォーム  

・リフォームの基礎的知識 

・リフォーム費用の見積り方 

・リフォーム費用 

研修４  

空き家の鑑定 

・鑑定の基礎知識 

・鑑定費用 

不動産鑑定士 
(新潟県不動産鑑定

士協会会員） 

研修５  

相談業務の実務 

・相談業務の注意点について 

・相談対応の手引きの内容説明 
当協会事務局 
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③相談業務に必要となる基礎情報調査 

相談者の相談内容にもとづき相談員が作成する相談票をデータベース化し、その内容を分析した結果

にもとづいて引き続き専門家及びサービス業者の情報収集につとめる。 

 1）空き家関連事業団体等のリストの作成 

賃料事例価格で既に把握済みであるため、本事業では土地家屋調査、不動産鑑定、建物検査、リ

フォーム、ハウスクリーニング、司法書士、行政書士等の業界団体や提携金融機関の所在地、連絡

先のリストを作成し、相談対応の手引きに反映した。 

 

2）市町村の空き家担当窓口の把握 

県都市政策課の協力を得て、市町村に協力依頼文書の送付及び電話による聴き取り調査を実施し、

空き家の担当部局名、空き家バンクの設置状況、設置済みの場合の当協会との提携意向を把握した。 

 

表 4 県下の市町村の空き家担当部署と空き家バンクの設置状況 

市町村名 空き家等担当部署名 
空き家バンク 

設置状況 協会との提携の有無 

新潟市 住環境政策課 住環境整備係   

長岡市 都市整備部 住宅施設課 ○  

上越市 都市整備部  建築住宅課   

三条市 環境課  生活環境係   

柏崎市 市民活動支援課 生活安全係   

新発田市 建築課 施設管理係 ○ ○ 

小千谷市 企画政策課まちづくり推進室 ○  

加茂市 建設課   

十日町市 総務部企画政策課協働推進係   

見附市 企画調整課 都市政策室 ○  

村上市 空き家バンク ○ ○ 

燕市 都市計画課 ○  

糸魚川市 総務部企画財政課地域振興係 ○  

妙高市 企画政策課 ○  

五泉市 （２月 28日時点未回答）   

佐渡市 建設課長 ○ ○ 

阿賀野市 市長政策課 ○ ○ 

魚沼市 土木部都市整備室建築住宅係   

南魚沼市 都市計画課   

聖籠町 総務課   

胎内市 市民生活課   

弥彦村 （２月 28日時点未回答）   

田上町 地域整備課   

阿賀町 総務企画課 ○  

出雲崎町 総務課 ○  

湯沢町 総務課防災管財班 ○  

関川村 総務課   

粟島浦村 産業課長   

津南町 総務課 ○  

刈羽村 総務課   



9 

 

 

④空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成 

空き家無料相談や相談窓口設置場所、よくある空き家相談（Ｑ＆Ａ）、空き家の有効活用の必要

性、専門機関との連携による相談対応など、空き家の所有者向けのパンフレットと相談窓口の周知

チラシを作成し、各相談窓口に設置するとともに、新潟県及び県内市町村、希望する空き家等の所

有者、消費者等に配布した。又、空き家専用のホームページを通して広く情報を提供している。 

  

 図 6 パンフレット（抜粋） 
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図 7 相談窓口の周知チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 市町村へのチラシ配付先と配布数 

市町村 配布数と利用方法 市町村 配布数と利用方法 

長 岡 市 １０,０００部  回覧板 阿賀野市     ２０部  担当窓口 

柏 崎 市 ４,０００部  回覧板  聖 籠 町    ３５０部  回覧板 

新発田市 ４,５００部  回覧板  胎 内 市 １,１００部  回覧板 

村 上 市 ２,８００部  回覧板  粟島浦村     １４部  回覧板 

燕  市 ６０部  所有者  津 南 町    ５５０部  回覧板 

五 泉 市 ５部  担当窓口 刈 羽 村    ２３０部  回覧板 

 

    図 8 協会ホームページ（空き家相談事業のトップ画面） 
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⑤相談事業の実施 

1）相談窓口の設置 

当協会の本部及び１１支部内の計１２箇所に、管理、売買、賃貸、解体の 4項目の相談に対応す

る常設の「空き家無料相談所」を開設し、相談対応を行った。 

なお、専門相談の対応方法は、単に相談者に取次ぎ先を紹介するのではなく、一旦、相談員が相

談者の相談意図等を把握・整理した上で、相談員が協力専門機関（司法書士会、不動産鑑定士協会

など）に照会し、後日、専門機関の回答を相談者に電話等でわかりやすく説明を行う方法としてい

る。 

また、相談者からの相談内容、最終的な対応結果などはデータベース化し、管理・更新している。 

 

・相 談 対 応  ：面談相談、電話、メール相談、ＦＡＸ相談、手紙とする。 

・相 談 時 間  ：原則として月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時迄。 

第２第４土曜を除き土曜日は午前中とのみとする 

・相談窓口の周知 ：当協会の会報、空き家専用のホームページ、パンフレット、チラシなど 

多様な方法で周知した。 

 

 

図 9 相談員向け空き家相談票 
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2）相談結果 

相談件数は８５件あり、相談方法の内訳は、電話相談が２９件、メール相談が１７件、来訪相談

が３１件、相談会を通じた相談が８件となっている。 

相談会は、以下の 4会場で計 6回開催した。 

・村上支部：12/21（木）、1/21（火）、2/7（金）の計 3回開催 

・新潟支部：2/27（木） 

・柏崎支部：2/27（木） 

・東京表参道新潟館ネスパス（新潟県への定住移住無料相談会）： 2/22（土） 

相談者は、所有者及び親族が３８件、空き屋の利用希望者が４７件であった。相談内容は売買・

賃貸の相談が主体で、管理・解体に関する相談は少なかった。年齢構成は２０代から７０代まで広

く分布している。 

 地域別には、窓口設置が先行した新潟支部、柏崎支部、村上支部の相談件数が多かった。 

    相談者からの相談は、複雑多岐にわたるので、相談内容を相談票に記載し、データベース化した

上で、今後の診断・調査内容、項目を継続的に調査整理する。 

    なお、上記以外に町内会からの解体等の苦情相談が４２件あった。 

 

表 6  管理に関する相談事例          表 7 解体に関する相談事例 

相談者 ５０歳代女性  相談者 ６０歳代男性 

空き家所在地 新潟市秋葉区  空き家所在地 新潟市江南区 

住所（居住地） 新潟市中央区  住所（居住地） 神戸市中央区 

主な相談内容 父が亡くなり、実家に住む者

がなくなった。老朽化もはげ

しく、解体を考えているが、

費用はどのくらいか。 

 主な相談内容 借地上の未登記空家を相続し

た。地主から更新料を払うよ

う通知された。 

相談時の対応 連携している解体業者に確認  相談時の対応 処分方法をいくつか提示し

て、地主と交渉する助言をし

た。 

後日対応等 建物構造面積等を確認して概

算を伝えた。 

 後日対応等  

     

相談者 ６０歳代男性  相談者 ７０歳代男性 

空き家所在地 柏崎市  空き家所在地 新潟市東区 

住所 

（居住地） 

東京都  住所（居住地） 新潟市東区 

主な相談内容 ひとり暮らしの母親が施設に

入り、実家が無人になる。管

理してくれる業者を紹介して

ほしい。 

 主な相談内容 施設に入っているが、無人に

なっている居宅を管理してく

れる業者はいないか。 

相談時の対応 管理代行業者を紹介した。  相談時の対応 管理代行業者を紹介した。 

後日対応等   後日対応等  
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表 8 地域別の相談件数 

本 部 
支 部 

計 
新潟 長岡 上越 三条 魚沼 西蒲燕 柏崎 新発田 新津 村上 十日町 

5 21 5 4 1 2 1 14 3 4 22 3 85 

※新潟、柏崎、村上の３支部の相談件数は多いのは、他の支部に比べて窓口設置時期が早かったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京表参道新潟館ネスパスでの新潟県への定住移住無料相談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟支部の空き家無料相談会 
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表 9 相談者及び相談内容別・相談方法別の相談件数 

 
相談方法 

電 話 メール 来 訪 相談会 その他※4 計 

空

き

家

所

有

者

本

人 

管 理 １ ０ ０ ０ ０ １ 

売 買 ７ ０ １１ １ ０ １９ 

賃 貸 ５ ２ ４ １ ０ １２ 

解 体 １ ０ ０ ０ ０ １ 

上記以外※2 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

複 合※3 １ ０ ０ ０ ０ １ 

小 計 １５ ２ １５ ２ ０ ３４ 

所

有

者

本

人

以

外 
※1 

管 理 １ ０ ０ ０ ０ １ 

売 買 ０ ０ １ ０ ０ １ 

賃 貸 ０ １ ０ ０ ０ １ 

解 体 １ ０ ０ ０ ０ １ 

上記以外※2 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

複 合※3 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小 計 ２ １ １ ０ ０ ４ 

空

き

家

利

用

希

望

者 

管 理 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

売 買 ０ ２ ８ ３ ０ １３ 

賃 貸 １２ １２ ７ ３ ０ ３４ 

解 体 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

上記以外※2 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

複 合※3 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小 計 １２ １４ １５ ６ ０ ４７ 

合 

 

計 

管 理 ２ ０ ０ ０ ０ ２ 

売 買 ７ ２ ２０ ４ ０ ３３ 

賃 貸 １７ １５ １１ ４ ０ ４７ 

解 体※5 ２ ０ ０ ０ ０ ２ 

上記以外※2 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

複 合※3 １ ０ ０ ０ ０ １ 

計 ２９ １７ ３１ ８ ０ ８５ 

 

※1：空き家所有者の親族や、成年後見人など空き家所有者の空き家の管理業務に密接に関係している者 

※2：相続や税相談など、空き家の管理、売買、賃貸、解体以外の相談 

※3：空き家の管理のみの相談ではなく、例えば将来の売買相談とそれまでの管理相談など、複数の項目に係る相談 

※4：電話、メール、来訪、相談会以外の相談方法。「その他」に記入する場合は、具体的な相談方法を表の下に特

記。 

※5：表のほかに、町内会からの解体の苦情相談が４２件あった。
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⑥相談を通じて必要とされる空き家の診断・調査体制の整備 

現時点で住宅等を売買、賃貸する際の家屋調査、権利関係調査、建物検査（インスペクション）、

融資に係る土地・建物の鑑定評価等の体制は整備済みであるが、無料で対応する範囲については、

不明確だったことから、業界団体である司法書士会、行政書士会、建築士事務所協会、鑑定士協会

及びサービス事業者等と協議し、診断・調査に係る費用負担発生等の有無（無料か有料の区分）を、

以下のように整理した。 

 

・当協会の相談員が対応する無料相談は無料である。但し、相談員が物件所在地の現地での現況

確認の際、長時間かかる場合及び資料が必要な場合は、内容により有料となることがある。 

その場合は、費用見積りを事前に相談者に連絡して了解を得た上で実施する。 

・司法書士会、行政書士会、建築士等の専門家や白アリ業者、ハウスクリーニング業者等のサー

ビス事業者に当協会の無料相談所の相談員が相談者の希望にもとづいて基本的な事項につい

て電話等で見積り依頼をする場合は、原則として無料である。 

但し、物件所在地の現地での調査の場合は有料になる。専門家やサービス事業者より事前に見

積り書を提出していただき、相談員が相談者に説明し、了解を受けた上で実施する。 

 

 

    図 10 診断・調査に係る費用負担発生等の有無の整理 
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３．事後評価 

 

①活用可能な空き家の登録 

新潟県の空き家実情に合った住宅履歴項目を追加した「空き家登録システム」を稼働し、活用可能

な空き家 26件をホームページで一般消費者に情報提供した。 

 

②市町村との連携 

新潟県の指導のもと県下 30市町村長に以下の項目で文書を郵送した。 

ァ.市町村の当協会担当部局担当者名の確認について 

イ.空き家のチラシの市町村の担当窓口への配送と回覧板を利用した各世帯への回覧について 

ゥ.空き家バンクの提携について 

ァ.については全市町村の担当窓口を確認することができた。イ.については１０市３町２村から要

望があり、チラシ送付することができた。ゥ.については新たに長岡市、小千谷市、魚沼市、阿賀

町の 3市 1町と提携協議をすることになった。 

 

③相談員の研修・育成 

  1）相談対応の手引きの完成 

当協会の本部を含めた県内１２箇所に設置した相談窓口に、相談者にも非常にわかりやすい相談対

応の手引きを配置し、統一した相談品質の維持に役立った。 

 

 2）相談員向け研修会の開催 

相談員向け研修会を開催した。宅建業以外の外部講師による講演を行ない、知識が比較的不足して

いる点について重点的に研修し、スキルアップに役立った。又、参加会員による意見交換会で空き家

無料相談所事業の重要性について理解を深めることができた。 

 

④相談業務に必要となる基礎情報調査 

国土交通大臣指定東日本不動産流通機構、ハトマークサイト新潟等を通して、売買事例価格、賃料

事例価格、司法書士等の専門家、ハウスクリーニング業者等のサービス業者については、基礎情報調

査を行い無料相談所の窓口に常備する相談対応の手引き(資料編、加除式)に資料として記載した。 

 

⑤相談事業の実施 

空き家無料相談所を県内１２ヶ所にきめ細かく設置することによって、今迄どこに相談してよいか

分からなかった空き家等の所有者が、身近な場所で、売買、賃貸、管理、解体等の相談が可能となっ

た。 

そのことは、相談対応の件数の完了時点（平成２６年２月２８日時点）での目標値 ６０件に対し

て、実績値 ６５件と目標を突破したことに如実にあらわれている。 

空き家所有者（家主）からの相談に対して、不動産鑑定士、司法書士、税理士等の専門家集団や解

体業、リフォーム業等との業者連携は、現地での現況確認はまだない。 

 

⑥相談を通じて必要とされる空き家等の診断・調査体制の整備 

   司法書士、建築士、鑑定士等の専門家が所属する協会及びサービス事業者との間で当協会の空き家

相談事業に関する連携協力について、無償協力の範囲を確認した。 
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４．今後の課題 

事業を通して明らかになった今後の課題は以下の通りである。 

 

①活用可能な空き家の登録件数の増加 

  活用可能な空き家件数が少ないのはＰＲ不足と考えられるので、チラシを回覧していない市町村との

連携強化に努め、空き家情報の更なる収集のため継続的なＰＲ活動を行っていく必要がある。 

 

②市町村との連携 

  空き家情報はプライバシーに係わる情報であるから、空き家所有者や地域コミュニティへの広報に、 

 市町村との連携が有効である。 

空き家バンク等の事業で先行する市町村窓口でも当協会の空き家相談事業を紹介してもらうため、引 

き続き連携を深め、又、提携協議を３市１町以外の全市町村にも広げるよう市町村への働き掛けが必要

である。 

 

③相談員の研修・育成 

今後、役員任期が２年の為、相談員の入れ替え等により相談員の知識・技能の低下も考えられるので、

知識技能の維持と並行して複雑な事案について対応するため専門性の高い研修項目も加えて定期的に 

 開催していく必要がある。 

また、法令の改正、相談員の相談内容をフィードバックし、データベース化するとともに、手引きに

反映する必要がある。 

 

④相談事業の実施 

  相談実績の少ない空き家無料相談所を対象に、市町村の窓口の担当者と各支部にある空き家無料相談

所の間で定期的に連絡を取り、相談事業周知のために、チラシの配布や広報誌に掲載いただく等の協力

をお願いするなど、市町村との連携が必要である。 

 

 

５．今後の展開 

今後の課題の項目を重点的に実施するとともに、平成２６年度においては、以下の取組みを行う。 

 

①活用可能な空き家の登録 

  「空き家登録システム」をＰＲし、活用可能な空き家件数を増やすことによって、より幅広い情報を 

 一般消費者に提供する。 

  雨漏り、水廻りの現状等、空き家特有の項目を住宅履歴として「空き家登録システム」に添付する機 

 能を追加する。 

 

②市町村との連携 

  市町村に対して継続的にＰＲする。 

 高度なワンストップ対応を実現するため、市町村の公的助成制度等を問い合わせる連絡体制を整える。 

  空き家セミナーの新潟、長岡、上越地区で開催する。 

 

③相談員の研修・育成 

  相談員の技能を維持するため、定期的に相談対応の手引きを更新していく。 

  相談内容をデータベース化することにより、手引きや研修内容等にフィードバックして、相談員に要 

 求される知識・技能を維持する。 
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  連携している司法書士、行政書士等の専門家集団、解体業者、リフォーム業者等の専門事業者の代表 

 者と当協会との連絡会議の開催する。 

④相談業務に必要となる基礎情報調査 

  売買事例価格、賃料事例価格等の基礎情報、関係法令の改正等は、継続的に「相談対応の手引き」に 

 反映させる。 

 

⑤相談事業の実施 

  相談者が相談を通して行動にするまで、時間がかかるのが現状である。今年度における県内１２カ所

の常設の無料相談所の設置、市町村との連携、相談員の研修会等の成果をふまえて、情報会員制度を創

設し相談者の了解のもと定期的に税金、リフォーム情報、耐震助成制度等の情報を、当協会の無料相談

所から発信する事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 昭和４２年４月６日 

代表者名 小林 代士未 

連絡先担当者名 武田ノブ子、天井悦子、中島  恵 

連絡先 
住所 〒950-0084 新潟市中央区明石１－３－１０ 新潟県宅建会館 

電話 ０２５－２４７－１１７７ 

ホームページ http://www.niigata-takken-akiya.jp/ 

 


